
※契約後の提出書類として、業務着手届・工程表、主任技術者届などがあります。
※契約課へ提出する書類の様式は、弘前市ホームページに掲載しています。
※ご不明な点は、契約課契約係までお問い合わせください。

落札
落札者された方は、契約のための手続きをしてください。

契約
（見積合わせ日の翌日から７日以内）

見積合わせ日の翌日から７日以内に契約します。契約保証が必要
な方はその間に手続きをして下さい。
契約保証は、契約保証金の納付のほか、銀行保証・保証事業会社の
契約保証・損害保険会社の履行保証保険・履行保証証券などがあり
ます。

委託料積算
設計図書、現場説明を参考にして独自に積算してください。
積算結果を基に見積金額を決定して下さい。

見積書の作成
見積書を作成して下さい。
見積書の様式は、弘前市ホームページに掲載しています。

見積り合わせ
見積書の金額訂正、業務名称の記載誤り、押印なし等の不備があ
る場合、及び委任状などの書類に不備がある場合、その見積書は
無効になります。

随意契約の契約までの流れ（建設関連業務）

指名通知書
指名業者にＦＡＸで送信します。（送信された通知書が正本となりま
す。）

設計図書受領
現場説明参加

縦覧期間内に、送信された指名通知書を持参してください。
通知書を持参しない場合はお渡しできません。
現場説明がある場合は、通知書に記載された日時、場所で現場説明
に参加して下さい。
設計図書の縦覧及び現場説明に参加しない場合は、見積合わせに
参加することはできません。

※建設関連業務の指名競争入札は原則として行っていません。（条件付き一般競争入札（郵便入札）により
入札を行っています。）


